
告 示

�愛媛県規則第６３号
愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県民文化会館使用規則の一部を改正する規則

愛媛県県民文化会館使用規則（昭和６０年愛媛県規則第５６号

）の一部を次のように改正する。

別表第２映写設備の部９０の項を次のように改める。

９０ パソコン対応液晶プロジェクター 大 １台 ２，１５０

小 １台 ８５０

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１５９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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規 則

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０５０５７ 有限会社悠楽里 愛媛県松山市畑寺町７８
９番地４ 訪問介護 訪問介護ゆらり 愛媛県松山市畑寺四丁

目７番３２号 平成１７年７月１日

３８７０１０５０６５ 有限会社悠楽里 愛媛県松山市畑寺町７８
９番地４ 通所介護 デイサービス悠楽里 愛媛県松山市畑寺四丁

目７番３２号 平成１７年７月１日

３８７０１０５０７３ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央一丁
目１０２０番地１ 通所介護 デイサービスセンター

ハッピー余戸
愛媛県松山市余戸東２
－７－１３ 平成１７年７月７日

３８７０２０１１９５ 社会福祉法人今治市社
会福祉協議会

愛媛県今治市南宝来町
一丁目９番地８

認知症対応型共
同生活介護

今治市社協グループホ
ームゆいの里

愛媛県今治市大三島町
野々江２４３５番地１４ 平成１７年７月１１日

３８７１３００２５１ フランスベッドメディ
カルサービス株式会社

東京都新宿区百人町一
丁目２５番１号 福祉用具貸与

フランスベッドメディ
カルサービス株式会社
四国中央営業所

愛媛県四国中央市妻鳥
町９８０－１森商第二ビ
ル１階

平成１７年７月１１日

３８７０２０１１８７ 有限会社ケアセンター
今治

愛媛県今治市北日吉町
二丁目５番７号 訪問介護 有限会社ケアセンター

今治
愛媛県今治市北日吉町
二丁目５番７号 平成１７年７月１５日

３８７３９００７４４ 有限会社ケアヴィレッ
ジ

愛媛県北宇和郡鬼北町
大字東仲１０１５番地 通所介護 デイホームよしふじ 愛媛県北宇和郡鬼北町

大字東仲１０１５番地 平成１７年７月２０日

毎週（火・金）曜日発行 第１６８９号 平成１７年８月３０日

平成１７年８月３０日火曜日 第１６８９号

愛 媛 県 報

８５３
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�愛媛県告示第１５９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０５０９９ アースサポート株式会
社

東京都渋谷区本町一丁
目８番７号 訪問介護

アースサポート株式会
社松山在宅サービスセ
ンター

愛媛県松山市味酒町三
丁目４番１号アメニテ
ィー味酒１階

平成１７年７月２１日

３８７０１０５０９９ アースサポート株式会
社

東京都渋谷区本町一丁
目８番７号 訪問入浴介護

アースサポート株式会
社松山在宅サービスセ
ンター

愛媛県松山市味酒町三
丁目４番１号アメニテ
ィー味酒１階

平成１７年７月２１日

３８７０６００８２６ 社会福祉法人丹原福祉
会

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１

短期入所生活介
護

短期入所生活介護事業
所ル・ソレイユ

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 平成１７年７月２２日

３８７０６００８４２ 社会福祉法人丹原福祉
会

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 訪問介護 ヘルパーステーション

ル・ソレイユ
愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 平成１７年７月２２日

３８７０６００８５９ 社会福祉法人丹原福祉
会

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 通所介護 デイサービスセンター

ル・ソレイユ
愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 平成１７年７月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０５０８１ 医療法人順風会 愛媛県松山市天山二丁
目３番３０号 居宅介護支援 居宅介護支援センター

星岡
愛媛県松山市星岡町４７
７番地 平成１７年７月２１日

３８７０６００８３４ 社会福祉法人丹原福祉
会

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所ル

・ソレイユ
愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 平成１７年７月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人福祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０６００８１８ 社会福祉法人丹原福祉
会

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１

介護老人福祉施
設

特別養護老人ホームル
・ソレイユ

愛媛県西条市丹原町今
井４５７番地１ 平成１７年７月２２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０７００４４４ 社会福祉法人大洲市社
会福祉協議会

愛媛県大洲市東大洲２７
０番地１

訪問入浴
介護

大洲市社会福祉協議
会訪問入浴介護事業
所長浜

愛媛県大洲市長浜
甲４８０番地の３

愛媛県大洲市柴甲
１４０２番地３

平成１７年
４月１日

３８７０１０１４３７ 西日本商事株式会社 愛媛県松山市久万ノ台
１１９５番地

福祉用具
貸与 西日本商事株式会社 愛媛県松山市一番

町１－１３－５
愛媛県松山市久万
ノ台１１９５番地

平成１７年
６月２０日

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号

８５４
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�愛媛県告示第１６０１号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定によ

り海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和

３３年３月愛媛県告示第２７６号）の一部を次のように改正する

。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表１７１の部を次のように改める。

�愛媛県告示第１５９９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４６２１ 有限会社ホームケア 愛媛県松山市越智町７３
番地１４ 訪問介護 訪問介護ひまわり 愛媛県松山市越智町７３

番地４ 平成１７年６月３０日

３８７０２００８１７ 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

訪問介護 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

平成１７年７月６日

３８７０２００８１７ 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

福祉用具貸与 愛警サービス株式会社
愛媛県今治市北宝来町
一丁目２番２０愛媛県警
備ビル４階

平成１７年７月６日

３８７３５００５２８ 松山建機株式会社 愛媛県伊予郡松前町西
古泉２８２番地２ 訪問介護 訪問介護事業所ふるさ

と
愛媛県伊予郡松前町西
古泉２８２番地２ 平成１７年７月１５日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０３００７４０ 有限会社ひばり 愛媛県宇和島市明倫町
五丁目６番１７号

居宅介護
支援 ケアサービスひばり

愛媛県宇和島市佐
伯町二丁目３番４
号

愛媛県宇和島市明
倫町五丁目６番１７
号

平成１７年
７月７日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３５００５５１ 松山建機株式会社 愛媛県伊予郡松前町西
古泉２８２番地２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所

ふるさと
愛媛県伊予郡松前町西
古泉２８２番地２ 平成１７年７月１５日

１７
１
豊後水
道東沿
岸柏崎
漁港海
岸

愛南町 愛南町
長

２，０
０１メ
ート
ル

基点１から基点３０までを順次
結んだ線並びに基点３０、補助点
３０、補助点２８、補助点２７、補助
点２６、補助点２４、補助点２３、補
助点２２、補助点１９、補助点１８、
補助点１４、補助点１３、補助点１２
、補助点１０、補助点７、補助点
５、補助点１及び基点１を順次
結んだ線により囲まれた区域
基点及び補助点の表示（角度

の表示は、真北）
基点１は、南宇和郡愛南町柏

崎２７１番２南西角の標柱
基点２は、基点１から２５９度

００分２３メートルの地点

基点３は、基点２から３４２度
００分４８メートルの地点
基点４は、基点３から３５０度

００分１００メートルの地点
基点５は、基点４から１５度００

分１２０メートルの地点
基点６は、基点５から３５０度

００分４５メートルの地点
基点７は、基点６から３４０度

００分５７メートルの地点
基点８は、基点７から０度００

分５５メートルの地点
基点９は、基点８から１８度００

分３５メートルの地点
基点１０は、基点９から２５度００

分３０メートルの地点
基点１１は、基点１０から１７度００
分１０５メートルの地点
基点１２は、基点１１から３９度３０

分１４９メートルの地点
基点１３は、基点１２から６１度３０

分９０メートルの地点
基点１４は、基点１３から５７度００
分１３０メートルの地点
基点１５は、基点１４から６３度３０

分２６０メートルの地点
基点１６は、基点１５から１０３度

００分６５メートルの地点
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表１８２の部豊後水道東沿岸深浦漁港海岸岩水地区海岸の項

を次のように改める。

基点１７は、基点１６から１５７度
００分２９メートルの地点
基点１８は、基点１７から２４５度

００分１５７メートルの地点
基点１９は、基点１８から１５３度

００分１２２メートルの地点
基点２０は、基点１９から６８度００
分１４７メートルの地点
基点２１は、基点２０から１５９度

００分４２メートルの地点
基点２２は、基点２１から２４２度

００分１３５メートルの地点
基点２３は、基点２２から１５６度

００分３６メートルの地点
基点２４は、基点２３から５１度００

分４７メートルの地点
基点２５は、基点２４から５６度００

分４６メートルの地点
基点２６は、基点２５から１６７度

００分１１０メートルの地点
基点２７は、基点２６から２３４度

００分１６３メートルの地点
基点２８は、基点２７から１９５度

３０分１１５メートルの地点
基点２９は、基点２８から１５５度

００分５９メートルの地点
基点３０は、基点２９から１８５度

００分８０メートルの地点
補助点３０は、基点３０から２４５

度３０分４５メートルの地点
補助点２８は、基点２８から２６３

度００分４２メートルの地点
補助点２７は、基点２７から２９３

度００分４１メートルの地点
補助点２６は、基点２６から２７５

度００分５３メートルの地点
補助点２４は、基点２４から１７６

度００分４９メートルの地点
補助点２３は、基点２３から２０９

度００分５６メートルの地点
補助点２２は、基点２２から２７７

度００分５２メートルの地点
補助点１９は、基点１９から２１５

度００分５６メートルの地点
補助点１８は、基点１８から２８０

度００分６１メートルの地点
補助点１４は、基点１４から１２０

度００分６８メートルの地点
補助点１３は、基点１３から１３１

度００分６１メートルの地点
補助点１２は、基点１２から１６７

度００分７８メートルの地点
補助点１０は、基点１０から８３度

００分６５メートルの地点
補助点７は、基点７から１００
度００分５７メートルの地点
補助点５は、基点５から６２度

００分５５メートルの地点
補助点１は、基点１から８３度

００分２５メートルの地点

基点１は、南宇和郡愛南町岩
水１１番１地先（北側）の標柱
基点２は、基点１から１９６度

００分８メートルの地点
基点３は、基点２から２７８度

００分１３０メートルの地点
基点４は、基点３から２５６度

００分１６７メートルの地点
基点５は、基点４から１７３度

００分１１２メートルの地点
基点６は、基点５から２５０度

００分８１メートルの地点
基点７は、基点６から２１５度

００分５０メートルの地点
基点８は、基点７から１０５度

００分８８メートルの地点
基点９は、基点８から１５２度

００分４５メートルの地点
基点１０は、基点９から２１５度

００分４２メートルの地点
基点１１は、基点１０から２４８度

００分７７メートルの地点
基点１２は、基点１１から２５６度

００分１００メートルの地点
基点１３は、基点１２から２０３度

００分１１９メートルの地点
基点１４は、基点１３から２４７度

００分９８メートルの地点
基点１５は、基点１４から２７５度

００分１３５メートルの地点
基点１６は、基点１５から３００度

００分１０４メートルの地点
基点１７は、基点１６から３２１度

００分７３メートルの地点
基点１８は、基点１７から１９４度

００分７５メートルの地点
基点１９は、基点１８から１６０度

００分４２メートルの地点
基点２０は、基点１９から１９９度

００分６５メートルの地点
基点２１は、基点２０から２３２度

００分１３１メートルの地点
基点２２は、基点２１から２８７度

００分１０５メートルの地点
補助点２２は、基点２２から９度

００分８０メートルの地点
補助点２０は、基点２０から２８２
度００分８７メートルの地点
補助点１９は、基点１９から２８８
度００分３９メートルの地点
補助点１８は、基点１８から３１７
度００分４９メートルの地点
補助点１７は、基点１７から３４９
度００分７０メートルの地点
補助点１５は、基点１５から３５６
度００分５５メートルの地点
補助点１３は、基点１３から３３０
度００分５１メートルの地点
補助点１２は、基点１２から３２４
度００分４７メートルの地点
補助点１０は、基点１０から３０３
度００分４５メートルの地点
補助点８は、基点８から２４１
度００分４０メートルの地点
補助点７は、基点７から２７４
度００分１８８メートルの地点
補助点６は、基点６から３１１
度００分１６５メートルの地点
補助点３は、基点３から４４度

００分２９メートルの地点
補助点１は、基点１から６度

００分１２メートルの地点
基点１から基点５までを順次
結んだ線並びに基点５、補助点
５、補助点３、補助点１及び基

岩水地
区海岸

愛南町 愛南町
長

（２
，２６８
メー
トル
）

基点１から基点２２までを順次
結んだ線並びに基点２２、補助点
２２、補助点２０、補助点１９、補助
点１８、補助点１７、補助点１５、補
助点１３、補助点１２、補助点１０、
補助点８、補助点７、補助点６
、補助点３、補助点１及び基点
１を順次結んだ線により囲まれ
た区域
基点及び補助点の表示（角度

の表示は、真北）
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�愛媛県告示第１６０２号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

点１を順次結んだ線により囲ま
れた区域
基点及び補助点の表示（角度

の表示は、真北）
基点１は、南宇和郡愛南町柿

ノ浦１５３番と１５６番の境界標柱
基点２は、基点１から１４４度

００分９５メートルの地点
基点３は、基点２から１７８度

００分１１４メートルの地点
基点４は、基点３から１６０度

００分４３メートルの地点
基点５は、基点４から２４２度

３０分１０５メートルの地点
補助点５は、基点５から３３７
度００分４０メートルの地点
補助点３は、基点３から２７８

度００分２５メートルの地点
補助点１は、基点１から２０６

度００分２５メートルの地点

河 川 名 区 域

支流
梶原川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内３４１番２地先から
同町大字河内１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内３４０番２地先から
同町大字湊浦６３８番５地先まで

支流
梶原川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１８２番地先から同
町大字河内８８番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内３１１番地先から同
町大字湊浦５８８番１地先まで

支流
梶原川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１８３番地先から同
町大字河内１８２番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内３１１番地先から同
町大字河内３１１番地先まで

支流
登尾川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１０３４番地先から同
町大字河内７４９番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内６４４番地先から同
町大字河内４０番地先まで

支流
登尾川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内６４８番地先から同
町大字河内７４１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内６５０番地先から同
町大字河内７４２番地先まで

支流
藤川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内８３１番地先から同
町大字河内１４４７番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内８２９番地先から同
町大字河内８１７番１地先まで

派流
三浪川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１２２１番地先から同
町大字河内１０９４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内１２２０番地先から同
町大字河内１０４６番地先まで

支流
三浪川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１１８８番地先から同
町大字河内１１８３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内１１８５番地先から同
町大字河内１１８４番地先まで

支流
荒川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内２０５３番地先から同
町大字河内２００１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内２０５０番地先から同
町大字河内２００２番２地先まで

派流
芝ノ元川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１７３９番地先から同
町大字河内１８９３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内１７４３番地先から同
町大字河内１８９７番地先まで

支流
三浪川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内１３９３番地先から同
町大字河内１３６７番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内１３９４番地先から同
町大字河内１３６６番１地先まで

支流
出ヶ谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内２１１８番地先から同
町大字湊浦６６４番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内２１３３番地先から同
町大字湊浦６６３番４地先まで

小支流
出ヶ谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内２１０７番１地先から
同町大字河内２０３９番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内２０５３番地先から同
町大字河内２００８番地先まで

派流
奥ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦８７３番４地先から
同町大字湊浦８６１番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦８４８番１地先から
同町大字湊浦８４４番５地先まで

支流
大川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦７６５番地先から同
町大字湊浦８０３番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦７６４番地先から同
町大字湊浦７１５番２地先まで

支流
カニタ川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦２１３番２地先から
同町大字湊浦３２０番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１９８番地先から同
町大字湊浦３２０番１地先まで

支流
横田川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦３５３番１地先から
同町大字湊浦４１６番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦３２８番地先から同
町大字湊浦８２０番１地先まで

支流
モサキ川

右岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３３３番１地先
から同町大字小中浦甲２６３番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３３４番地先か
ら同町大字小中浦甲２７１番１地先まで

幹流
前ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１４５９番１地先から
同町大字湊浦１９９８番４地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦９３６番３地先から
同町大字湊浦１９９３番２地先まで

支流
前ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３９３番１地先
から同町大字湊浦８９４番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３９３番２地先
から同町大字湊浦８９４番１地先まで

幹流
宮谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１７１３番２地先から
同町大字湊浦１９８９番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１５６１番１地先から
同町大字湊浦１００４番４地先まで

支流
宮谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１５５６番４地先から
同町大字湊浦１３８９番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１５５３番１地先から
同町大字湊浦１３９３番地先まで

幹流
寺川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１８５６番１地先から
同町大字小中浦甲３番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１７６５番３地先から
同町大字湊浦１１１３番３地先まで

支流
寺川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１９０１番３地先から
同町大字湊浦１９０４番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１８６１番１地先から
同町大字湊浦１８６２番２地先まで

幹流
谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３４１番地先か
ら同町大字小中浦甲１５６番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字小中浦甲３３４番地先か
ら同町大字小中浦甲９７番１地先まで

幹流
東川

右岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲２７２番２地先か
ら同町大字中浦甲１４２７番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲２７６番５地先か
ら同町大字中浦甲２３３番１地先まで
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支流
西川

右岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲１０６３番地先から
同町大字中浦３９４番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲１０６４番地先から
同町大字中浦甲３９０番地先まで

幹流
鯛之浦川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越２４３３番２地先か
ら同町大字伊方越２２３４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越２６１２番２地先か
ら同町大字伊方越２２３３番１地先まで

支流
鯛之浦川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越２５５１番地先から
同町大字伊方越２２５４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越２５４９番１地先か
ら同町大字伊方越２２５２番１地先まで

幹流
水落川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１７７８番１地先か
ら同町大字伊方越１７３８番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１７８１番２地先か
ら同町大字伊方越１７８６番地先まで

支流
宮谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１７９９番３地先か
ら同町大字伊方越１４５７番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１９３３番２地先か
ら同町大字伊方越１８６２番地先まで

幹流
谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１６５７番１地先か
ら同町大字伊方越２１８９番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１６５１番１地先か
ら同町大字伊方越１６２５番地先まで

幹流
西ヶ谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１６９９番１地先か
ら同町大字伊方越１６１９番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１６９６番１地先か
ら同町大字伊方越１５８７番地先まで

支流
西ヶ谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１７２８番１地先か
ら同町大字伊方越１６１７番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１７２９番２地先か
ら同町大字伊方越１６１５番３地先まで

幹流
下川

右岸 西宇和郡伊方町大字大浜８０３番１地先から
同町大字大浜４０７番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字大浜７５１番地先から同
町大字大浜２８３番地先まで

幹流
水ヶ浦下川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜８９９番地先から
同町大字中之浜９０番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜９０４番地先から
同町大字中之浜４番１地先まで

幹流
大清水川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１０１１番地先から
同町大字中之浜１８７番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１０１３番１地先か
ら同町大字中之浜９２番地先まで

支流
大清水川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１２１番地先から
同町大字中之浜１８１番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１１９番地先から
同町大字中之浜９７番７地先まで

幹流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７６７番地先から
同町大字中之浜３９３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１１９５番２地先か
ら同町大字中之浜３２２番地先まで

支流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜８０９番地先から
同町大字中之浜３１０番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜８０８番地先から
同町大字中之浜３１１番１地先まで

支流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７８０番地先から
同町大字中之浜７２４番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７８１番地先から
同町大字中之浜７２６番４地先まで

支流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７５８番１地先か
ら同町大字中之浜７４８番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７５２番地先から
同町大字中之浜７７１番１地先まで

支流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６４４番７地先か
ら同町大字中之浜６４４番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６４４番６地先か
ら同町大字中之浜６４５番１地先まで

支流
産神川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６２８番１地先か
ら同町大字中之浜５０４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６３２番地先から
同町大字中之浜５０５番２地先まで

幹流
浦中川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜７９６番地先か
ら同町大字中之浜３３７番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜７０１番１地先か
ら同町大字中之浜３３６番地先まで

支流
浦中川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜５１０番１地先か
ら同町大字中之浜４９４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜５０７番２地先か
ら同町大字中之浜４９６番２地先まで

支流
浦中川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜５５０番地先から
同町大字中之浜４４４番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜５４７番１地先か
ら同町大字中之浜４４７番地先まで

支流
浦中川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６４０番地先から
同町大字中之浜５９４番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６３８番１地先か
ら同町大字中之浜６３９番地先まで

支流
浦中川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜５９２番１地先か
ら同町大字中之浜５８２番５地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６４０番地先から
同町大字中之浜５８２番１地先まで

幹流
下平川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜６６８番地先か
ら同町大字仁田之浜１２１０番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜６６９番１地先
から同町大字仁田之浜１３６２番２地先まで

支流
下平川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１３３４番地先か
ら同町大字仁田之浜１３２８番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１３３５番地先か
ら同町大字仁田之浜１３３７番地先まで

支流
下平川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜８２８番１地先
から同町大字仁田之浜１３５０番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜８２８番２地先
から同町大字仁田之浜１３４９番地先まで

幹流
寺谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜３６９番地先か
ら同町大字仁田之浜９８８番４地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜３６８番１地先
から同町大字仁田之浜９８８番５地先まで

支流
寺谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜８４０番地先か
ら同町大字仁田之浜９２１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１３３１番２地先
から同町大字仁田之浜１１５０番地先まで

支流
寺谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜４２１番地先か
ら同町大字仁田之浜３６４番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜４２３番２地先
から同町大字仁田之浜３６５番地先まで

支流
寺谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜８５７番地先か
ら同町大字仁田之浜８９７番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜８５１番１地先
から同町大字仁田之浜９１４番地先まで

支流
寺谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜４０９番１地先
から同町大字仁田之浜１１２９番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜４１４番地先か
ら同町大字仁田之浜１１３２番２地先まで

幹流
仁田川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１１４番地先か
ら同町大字仁田之浜７１番７地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１１０番地先か
ら同町大字仁田之浜９７６番１地先まで

支流
上川

右岸 西宇和郡伊方町大字大浜８１２番地先から同
町大字大浜６１４番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字大浜８１１番１地先から
同町大字大浜６３６番１地先まで

支流
西川

右岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜１１０番地先か
ら同町大字仁田之浜１０９番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字仁田之浜９５６番３地先
から同町大字仁田之浜９５７番２地先まで

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号
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�愛媛県告示第１６０３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 宇和島市長 石橋 寛久

宇和島市栄町港２丁目４番１４号

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市遊子５２９９番地先から同５３１６番地先までの公有

水面

� 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋２．

２５メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた

区域

基点（宇和島市遊子５２９９番地内に設置の標柱）は、北

緯３３度１０分４１秒、東経１３２度２７分５４秒の地点

１点は、基点から真北１５４度３０分００秒０．５０メートルの

地点

２点は、１点から真北１５４度３０分００秒４６．５０メートル

の地点

３点は、２点から真北２４４度３０分００秒１．００メートルの

地点

４点は、３点から真北１５４度３０分００秒３．８０メートルの

地点

５点は、４点から真北６４度３０分００秒１．００メートルの地

点

６点は、５点から真北１５４度３０分００秒４．１０メートルの

地点

７点は、６点から真北１５０度３０分００秒７．６０メートルの

地点

８点は、７点から真北２４０度３０分００秒９．８０メートルの

地点

� 面積

８１１．６６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６０年１２月１３日 愛媛県指令河第７８４号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年８月３０日

�������
�愛媛県告示第１６０４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 宇和島市長 石橋 寛久

宇和島市栄町港２丁目４番１４号

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市三浦西２９７２番１地先から同新２番地先までの

公有水面

� 区域

次の１点から７点までを順次直線で結んだ線並びに７

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋２．

２５メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた

区域

基点（宇和島市三浦西新２番地内に設置された金属鋲

）は、北緯３３度１０分３０秒、東経１３２度３０分１５秒の地点

１点は、基点から真北２２４度３０分００秒８．００メートルの

地点

２点は、１点から真北２０２度００分００秒４２．９０メートル

の地点

３点は、２点から真北２９２度００分００秒１．００メートルの

地点

４点は、３点から真北２０２度００分００秒２．５０メートルの

地点

５点は、４点から真北１１２度００分００秒１．００メートルの

地点

６点は、５点から真北２０２度００分００秒１４．６０メートル

支流
大清水川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１７９番１地先か
ら同町大字中之浜１７９番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜１０７番１地先か
ら同町大字中之浜１０５番２地先まで

幹流
ヨシガ浦川

右岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１２５番１地先から
同町大字湊浦４０番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字湊浦１２８番地先から同
町大字湊浦３６番１地先まで

幹流
谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字大浜９３１番地先から同
町大字大浜４１６番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字大浜９４１番地先から同
町大字大浜４１５番地先まで

幹流
大谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田乙８１９番地先か
ら同町大字川永田乙８６２番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田乙８１５番地先か
ら同町大字川永田乙７７７番２地先まで

支流
藤堂川

右岸 西宇和郡伊方町大字河内９６４番地先から同
町大字河内８３１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字河内９６１番地先から同
町大字河内８２９番地先まで

支流
水ヶ浦下川

右岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６３番地先から同
町大字中之浜７番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中之浜６３番地先から同
町大字中之浜６番地先まで

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号
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の地点

７点は、６点から真北２９２度００分００秒２１．４７メートル

の地点

� 面積

１，０５８．８５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成７年８月１６日 愛媛県指令河第４９６号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年８月３０日

�愛媛県告示第１６０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 六軒家石手線
松山市道後鷺谷町４１４番１２から

同町４２６番２地先まで

旧 ５．４～８．２ ０．１２５

新 ６．２～２０．４ ０．１２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市道後鷺谷町４１４番１２から

同町４２６番２地先まで
平成１７年８月３０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字郷角１３３９３番２から

同字１３３９０番１地先まで
平成１７年８月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒甲１０番１から

同市上須戒丙１番３まで

旧 ５．０～２０．０ ０．３１０

新 ５．０～２０．０
７．０～３４．０

０．１５０
０．３１０

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号
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訓 令

公 告

�愛媛県訓令第１３号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一

部を次のように改正する。

別表第２農政課の表１７の部７の項を削り、同部８の項事項

の欄中「第１５条の１５、第１５条の１６」を「第１５条の２、第１５条

の３」に改め、同項を同部７の項とし、同部９の項同欄中「

第１５条の１７」を「第１５条の４」に改め、同項を同部８の項と

する。

別表第２農業経営課の表１の部中５の項を７の項とし、４

の項の次に次のように加える。

５ 特定遊休農地の農業上の利用の増進に
関する調停案の作成及び受諾の勧告（第
２７条の４）

○

６ 特定利用権の設定の裁定及び解除の承
認（第２７条の５、第２７条の６第１項、第
２７条の７第１項、第４項、第２７条の８第
１項、第２７条の１０）

○

附 則

この訓令は、平成１７年９月１日から施行する。

�愛媛県告示第１６０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒甲１０番１から

同市上須戒丙１番３まで
平成１７年８月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町重松甲１２８８番１地先から

同町重松乙５０１番２地先まで

旧 ４．０～１２．５ ０．１４９

新 ７．０～１２．８ ０．１４９

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年８月１９日 ＮＰＯ法人
にいはま市民企画ノポック 河 野 みどり 愛媛県新居浜市船木４４４９番地 この法人は、民間非営利活動に取り組んで

いる団体及び個人に対して、その活動に関
する情報収集及び提供、行政及び企業との
協働の促進及び支援の活動等を行い、地域
における民間非営利活動の活発化を図るこ
とによって、豊かな地域社会づくりに寄与
することを目的とする。
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�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１７年７月３日から平成１７年８月６日までの間に実施した技能検定

の合格者は、次のとおりである。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ｂ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２

機械保全（機械系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７

Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７

Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６

Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４３ Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４５

Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ５１ Ａ甲 ５２ Ａ甲 ５３ Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５５

Ａ甲 ５６ Ａ甲 ５７ Ａ甲 ５８ Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６１ Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６５ Ａ甲 ６６

Ａ甲 ６７ Ａ甲 ６８ Ａ甲 ７１ Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７３ Ａ甲 ７４ Ａ甲 ７５ Ａ甲 ７６

Ａ甲 ７７ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号

８６２



人事委員会規則

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年８月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

松山市松末一丁目５７番８ 宅地 ９７．３４� ９，５００，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課管財係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年９月１５日（木）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年１０月３日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�愛媛県人事委員会規則１２－５２
教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則及び

職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１７年８月３０日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則

及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の

一部を改正する規則

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の

一部改正）

第１条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規

則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改

正する。

第３条第１項を次のように改める。

条例第６条第１項の１年は、９月１日から翌年の８月

３１日まで（以下「休暇年度」という。）をいう。

第３条第２項中「年の」を「休暇年度の」に、「その年

における年次休暇」を「その休暇年度における年次有給休

暇（以下「年次休暇」という。）」に改め、同項の表採用

された月の欄中「１月」を「９月」に、「２月」を「１０月

」に、「３月」を「１１月」に、「４月」を「１２月」に、「

５月」を「１月」に、「６月」を「２月」に、「７月」を

「３月」に、「８月」を「４月」に、「９月」を「５月」

に、「１０月」を「６月」に、「１１月」を「７月」に、「１２

月」を「８月」に改め、同条第３項中「年の」を「休暇年

度の」に、「その年」を「その休暇年度」に改め、同条第

４項中「年の」を「休暇年度の」に、「その年」を「その

休暇年度」に改め、同条第５項中「年に」を「休暇年度に

」に改める。

第４条の２中「年の」を「年（暦年をいう。第６条第３

項において同じ。）の」に、「、同条第２項」を「並びに

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

任 免 辞 令

同条第２項」に改め、「並びに年次休暇の日数」を削り、

同条に次の１項を加える。

２ 休暇年度の中途において１週間当たりの勤務日又は勤

務時間の変更があつた場合における再任用職員及び任期

付職員法第４条若しくは第５条の規定により任期を定め

て採用された職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時

間等を考慮し人事委員会が定める。

第４条の３第２項中「与えられた」の下に「条例第９条

の２に規定する」を、「休暇」の下に「（以下「子の看護

休暇」という。）」を加え、同条第３項を次のように改め

る。

３ 条例第９条の２の１年は、暦年をいう。

第９条第１項中「１２月」を「８月」に、「その年」を「

その休暇年度」に、「次の年」を「次の休暇年度」に改め

、同条第２項中「前年」を「前休暇年度」に、「その年」

を「その休暇年度」に改める。

第１０条の見出しを「（新たに条例の適用を受ける職員の

年次休暇の付与）」に改め、同条の次に次の１条を加える

。

第１０条の２ 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１条に規定する職

員であつた者が職員となつた場合の当該職員の年次休暇

の日数の取扱いについては、職員との権衡を考慮して別

に定める。

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改

正）

第２条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛

媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する

。

第１０条の見出しを「（新たに条例の適用を受ける職員の

年次休暇の付与）」に改め、同条の次に次の１条を加える

。

第１０条の２ 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第２条に規定す

る教育職員であつた者が職員となつた場合の当該職員の

年次休暇の日数の取扱いについては、職員との権衡を考

慮して別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１７年９月１日から施行する。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の

一部改正に伴う経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日

に在職する職員（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等

に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以下「条例」

という。）第６条第１項に規定する短時間勤務教育職員を

除く。）については、第１条の規定による改正後の教育職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第９条第１

項の規定にかかわらず、条例第６条第１項の規定により平

成１７年に与えられるものとされた年次有給休暇の日数のう

ち同日までに請求しなかった日数があるときは、その日数

のうち２０日を限度として、施行日から翌年の８月３１日まで

に限り繰り越して請求することができる。

３ 施行日の前日に在職する条例第６条第１項に規定する短

時間勤務教育職員に係る年次有給休暇の日数の取扱いにつ

いては、なお従前の例による。

�労働委員会任免辞令
８月２６日

青 山 保 子

宇都宮 純 一

桐 木 陽 子

白 石 喜 �
山 下 泰 史

（以上公益委員）

安 藤 伸 子

内 堀 良 雄

木 原 忠 幸

黒 田 米 市

松 本 修 次

（以上労働者委員）

仙 波 誉 子

奈 須 孝 行

西 村 洋

廣 瀬 了

渡 邉 一 志

（以上使用者委員）

愛媛県労働委員会委員に任ずる（各通）

平成１７年８月３０日 印刷
平成１７年８月３０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８６４

愛 媛 県 報平成１７年８月３０日 第１６８９号


